
１３３ 
 

 

 

令
和
元
年
十
二
月
三
日
提
出 

質

問

第

一

三

三

号 

       
 
 

企
業
主
導
型
保
育
事
業
の
新
た
な
実
施
機
関
の
公
募
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書 

 

   

提 

出 

者 
 

早

稲

田

夕

季 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

企
業
主
導
型
保
育
事
業
の
新
た
な
実
施
機
関
の
公
募
に
関
す
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私
が
二
〇
一
九
年
十
一
月
十
八
日
に
提
出
し
た
質
問
主
意
書
に
対
し
、
十
一
月
二
十
九
日
付
け
で
答
弁
書
を
受
領
し
た
が
、

な
お
児
童
育
成
協
会
あ
り
き
の
談
合
で
あ
る
と
の
疑
念
が
ぬ
ぐ
え
な
い
の
で
、
以
下
、
再
度
質
問
す
る
。 

一 

企
業
主
導
型
保
育
事
業
の
円
滑
な
実
施
に
向
け
た
検
討
委
員
会
に
お
い
て
も
、
有
識
者
か
ら
企
業
主
導
型
保
育
事
業
は
五

箇
年
が
よ
い
と
の
発
言
も
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
企
業
主
導
型
保
育
事
業
を
あ
え
て
財
政
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
五
箇
年
の
国

庫
債
務
負
担
行
為
と
し
な
か
っ
た
理
由
は
何
か
。 

二 

企
業
主
導
型
保
育
事
業
は
、
今
後
も
単
年
度
の
事
業
と
し
て
行
い
、
財
政
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
国
庫
債
務
負
担
行
為

と
す
る
予
定
は
な
い
こ
と
で
よ
い
か
。 

三 

答
弁
書
に
よ
れ
ば
、
「
御
指
摘
の
「
採
点
基
準
」
に
つ
い
て
は
、
令
和
元
年
十
一
月
二
十
六
日
に
点
検
・
評
価
委
員
会
に

お
い
て
定
め
ら
れ
た
「
企
業
主
導
型
保
育
助
成
事
業
実
施
機
関
選
定
要
領
」
を
内
閣
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
公
表
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
」
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
内
閣
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
る
と
、
正
確
に
は
、
二
〇
一
九
年
十
一
月
二

十
五
日
に
開
催
さ
れ
た
企
業
主
導
型
保
育
事
業
点
検
・
評
価
委
員
会
に
諮
っ
た
後
に
、
翌
十
一
月
二
十
六
日
に
同
委
員
会
の

意
見
を
踏
ま
え
て
、
内
閣
府
が
決
定
し
て
、
公
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。 
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四 

私
が
十
一
月
十
八
日
に
質
問
主
意
書
を
提
出
し
た
後
で
、
十
一
月
二
十
二
日
に
、
企
業
主
導
型
保
育
事
業
点
検
・
評
価
委

員
会
の
開
催
に
つ
い
て
大
臣
決
定
を
行
い
、
十
一
月
二
十
五
日
に
企
業
主
導
型
保
育
事
業
点
検
・
評
価
委
員
会
を
開
催
し
、

十
一
月
二
十
六
日
に
同
委
員
会
の
意
見
を
踏
ま
え
て
、
内
閣
府
が
決
定
し
て
、
公
表
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
私
の
質
問
主
意

書
で
指
摘
さ
れ
る
ま
で
、
無
計
画
な
場
当
た
り
的
な
対
応
に
終
始
し
て
き
た
こ
と
を
示
す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
は
な

い
か
。 

五 

そ
も
そ
も
私
の
質
問
主
意
書
の
と
お
り
、
採
点
基
準
を
十
一
月
二
十
六
日
と
い
う
公
募
締
切
の
僅
か
三
日
前
に
公
表
す
る

の
で
は
な
く
、
厚
生
労
働
省
や
文
化
庁
と
同
じ
く
、
公
募
開
始
の
十
月
一
日
以
前
に
公
表
す
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

採
点
基
準
を
公
募
開
始
以
前
に
公
表
し
な
け
れ
ば
、
応
募
団
体
が
良
い
ア
イ
デ
ア
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
企
画
提
案
を
省

略
し
、
結
果
と
し
て
競
争
原
理
が
働
か
な
い
と
い
う
不
完
全
な
競
争
と
な
る
。
ま
た
、
応
募
団
体
が
採
点
基
準
に
沿
わ
な
い

形
で
企
画
提
案
書
を
作
成
す
る
こ
と
と
な
り
、
企
業
主
導
型
保
育
事
業
点
検
・
評
価
委
員
会
の
各
委
員
が
採
点
し
づ
ら
い
と

い
う
非
効
率
を
生
み
、
場
合
に
よ
っ
て
は
各
委
員
に
よ
る
採
点
漏
れ
が
生
じ
て
、
不
公
平
な
競
争
と
な
る
。
逆
に
考
え
る

と
、
内
閣
府
は
、
最
初
か
ら
良
い
ア
イ
デ
ア
を
応
募
団
体
か
ら
引
き
出
そ
う
と
い
う
意
欲
も
な
く
、
委
員
の
採
点
も
期
待
せ

ず
に
形
骸
化
さ
せ
て
、
官
製
談
合
を
進
め
る
つ
も
り
だ
と
の
疑
念
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
。 
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六 

「
企
業
主
導
型
保
育
助
成
事
業
実
施
機
関
選
定
要
領
」
（
以
下
「
選
定
要
領
」
と
い
う
。
）
の
「
応
募
団
体
評
価
調
書

①
」
は
、
内
閣
府
が
事
前
に
作
成
し
て
企
業
主
導
型
保
育
事
業
点
検
・
評
価
委
員
会
の
各
委
員
が
署
名
す
る
だ
け
の
も
の
な

の
か
。
中
立
性
・
公
平
性
を
担
保
す
る
観
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
同
委
員
会
の
各
委
員
が
全
て
の
欄
を
自
筆
で
記
入
す
べ
き
で

は
な
い
か
。
各
委
員
の
事
務
的
負
担
は
大
き
く
な
る
が
、
二
〇
一
九
年
度
だ
け
で
も
約
二
千
億
円
と
い
う
巨
額
の
公
募
で
あ

る
か
ら
、
受
忍
し
て
い
た
だ
く
べ
き
で
は
な
い
か
。 

七 

同
じ
く
「
応
募
団
体
評
価
調
書
①
」
は
、
各
委
員
の
氏
名
や
署
名
は
特
定
で
き
な
い
よ
う
に
墨
塗
り
に
し
て
も
よ
い
が
、

そ
の
自
筆
で
記
入
し
た
も
の
は
全
て
公
表
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

八 

選
定
要
領
の
八
（
二
）
の
「
故
意
の
接
触
の
通
報
」
に
つ
い
て
、
応
募
受
付
期
間
終
了
（
十
一
月
二
十
九
日
）
以
前
に
お

い
て
も
通
報
さ
せ
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
入
札
に
関
わ
る
贈
収
賄
や
官
製
談
合
等
の
犯
罪
は
、
応
募
前
の
接
触
で

も
発
生
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
十
一
月
二
十
九
日
以
降
に
限
定
す
る
の
は
犯
罪
等
を
助
長
す
る
だ
け
な
の
で
は
な
い
か
。 

九 

十
一
月
二
十
五
日
の
企
業
主
導
型
保
育
事
業
点
検
・
評
価
委
員
会
に
お
い
て
、
公
認
会
計
士
で
あ
る
馬
場
委
員
が
配
布
し

た
資
料
に
記
載
の
あ
る
「
流
動
比
率
」
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
児
童
育
成
協
会
の
二
〇
一
九
年
三
月
三
十
一
日
現
在
の
貸
借

対
照
表
に
お
い
て
流
動
資
産
が
千
四
百
八
十
五
億
二
千
二
百
二
十
八
万
七
千
六
百
三
十
二
円
、
流
動
負
債
が
千
四
百
八
十
億
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九
千
三
百
三
万
五
千
九
百
七
十
六
円
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
内
閣
府
か
ら
交
付
さ
れ
た
企
業
主
導
型
保
育
事
業
補
助
金

を
合
算
し
た
上
で
の
流
動
比
率
で
あ
り
、
仮
に
児
童
育
成
協
会
が
応
募
し
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
の
ま
ま
流
動
比
率
を
考
慮
す

る
の
は
、
他
の
応
募
団
体
と
不
公
平
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。 

十 

同
じ
く
馬
場
委
員
の
配
布
資
料
に
あ
る
経
営
基
盤
の
安
全
性
を
重
視
す
る
見
解
に
私
も
賛
同
す
る
と
こ
ろ
だ
が
、
例
え

ば
、
児
童
育
成
協
会
の
二
〇
一
九
年
三
月
三
十
一
日
現
在
の
貸
借
対
照
表
と
財
産
目
録
を
見
る
と
、
内
閣
府
か
ら
交
付
さ
れ

た
企
業
主
導
型
保
育
事
業
補
助
金
の
預
り
金
は
八
百
九
十
七
億
六
千
百
二
十
万
三
千
八
百
九
十
一
円
で
、
み
ず
ほ
銀
行
等
に

児
童
育
成
協
会
名
義
の
口
座
で
預
け
て
い
る
よ
う
だ
が
、
こ
の
公
金
を
第
三
者
が
差
し
押
さ
え
た
場
合
の
対
処
法
は
、
提
案

さ
せ
な
い
の
か
。
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
巨
額
の
公
金
を
一
団
体
に
滞
留
さ
せ
る
こ
と
に
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府

と
し
て
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
つ
も
り
な
の
か
。 

十
一 

今
回
の
公
募
に
お
い
て
は
、
先
述
の
と
お
り
問
題
が
残
っ
て
い
る
も
の
の
、
選
定
要
領
の
七
「
資
料
等
の
公
表
」
の
と

お
り
、
透
明
性
を
確
保
し
、
中
立
性
・
公
平
性
を
担
保
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
こ
と
は
私
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
以

前
の
答
弁
書
に
お
い
て
、
三
年
前
の
公
募
で
は
、
六
者
が
応
募
し
て
、
有
識
者
委
員
会
に
よ
り
児
童
育
成
協
会
が
選
定
さ
れ

て
い
る
と
の
答
弁
が
あ
っ
た
が
、
今
現
在
も
概
要
す
ら
公
表
さ
れ
て
い
な
い
。
選
定
要
領
の
七
「
資
料
等
の
公
表
」
と
同
様
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の
基
準
に
従
っ
て
、
三
年
前
の
公
募
結
果
を
公
表
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


